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平成２８年度 第２回  
大規模小売店舗立地審議会 

平成２９年２月２４日（金）午前10時00分～開催 

市民会館1F 第4集会室 

  

  

資料１ 
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次       第   

１．開会 
 
２．議事～届出案件の審議について～ 
 
 （１） （仮称） フレスト長尾店 【新設】 
 
３．閉会 
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店舗名称 （仮称）フレスト長尾店 

所在地 枚方市長尾元町二丁目２８番 外 

（用途地域：第１種中高層住居専用地域、
第１種住居地域） 

店舗面積 １,６０２㎡ 

設置者 多田製茶株式会社 

小売業者 株式会社京阪ザ・ストア 

届出日 平成２８年６月３０日 

新設予定日 平成２９年３月１日 

 設置者・施設等の概要  
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ＪＲ 長尾駅 

広域図 

（仮称） フレスト長尾店 

半径1km 
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周辺見取り図 

届出書 添付図2 

■計画地周辺は第1種中高層住居専用 
  地域及び第1種住居地域に指定。 
 
■計画地北側は住居、農地、東側は住 
  居、事業所、南側は府道を挟んで住 
   居、事業所、西側は店舗、農地が立 
   地している。 

菅原小学校 



現地写真  
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② 平成29年1月20日撮影 南西角より撮影 

１ 

① 平成29年1月20日撮影 南東角より撮影 

2 



建物配置図及び店舗等 １階平面図  

店舗面積１,６０２ m2 

荷さばき施設② 
９６m２ 

駐輪場 ９０台 

届出書 添付図3 
7 

入口 出口 

平面駐車場 ３７台 

店舗出入口 



２階平面図  

届出書 添付図3 
8 

荷さばき施設① 
１５６m２ 

廃棄物保管施設①５.２m３ 

廃棄物保管施設②５.２m３ 

廃棄物保管施設③８.７m３ 

屋上駐車場 ５６台 
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立面図（１）  

届出書 添付図4 

南側立面図   

西側立面図   

店舗出入口 
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立面図（２）  

届出書 添付図4 

北側立面図   

東側立面図   
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施設の運営方法に関する事項  

小売業者の 
開閉店時刻 

午前９時～午後１０時 

駐車場の 
利用可能時間 

午前８時３０分～午後１０時３０分 

駐車場出入口の数 
２箇所 

(入口１箇所・出口１箇所) 

荷さばき施設の 
使用時間帯 

荷さばき施設①：午前６時～午後９時 

荷さばき施設②：午前６時～午前８時３０分 

届出書 P.2 
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施設の配置に関する事項  

駐車場 
収容台数 

1階平面駐車場 
屋上駐車場 

６５台 
（全体収容台数９３台： 
うち、小売店舗用６５台、 
従業員用２８台） 

必要駐車台数 

６５台 

（従業員用28台除く） 

駐輪場 
収容台数 

建物南側 

４６台 
（全体収容台数９０台： 
うち、小売店舗用４６台、 
従業員用４４台） 

必要駐輪台数 
４６台 

荷さばき施設 
の面積 

２階北側 
１階建物南側 

施設①：１５６㎡ 
施設②：  ９６㎡ 

廃棄物等保管
施設の容量 

２階北側 
廃棄物 
保管施設 

１９.１㎥ 
必要保管容量 

７.４㎥ 

届出書 P.2 
届出書 P.9   別表2 
届出書 P.13 別表5 
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必要駐車台数  

必要駐車台数 A×S×（B÷１００）×（C÷１００）÷D×E＝６５台 

届出書 P.9 

地区の区分 その他地域 
用途地域： 

市街化調整区域 

A：店舗面積当たり日来客数原単
位（人／1,000㎡） 

１,３３６ 
指針値 
（人口40万人以上） 

S：店舗面積÷1,000㎡ １．６０２ 

B：ピーク率（％） １４．４ 指針値 

Ｃ：自動車分担率（％） ６５．０ 
指針値 
（人口40万人以上100万人未満） 

Ｄ：平均乗車人員（人／台） ２．０ 
指針値 
（店舗面積10,000m2未満） 

Ｅ：平均駐車時間係数 ０．６５ 
指針値 
（店舗面積10,000m2未満） 

Ｌ：駅改札口からの直線距離（m） ３８０m ＪＲ片町線 長尾駅 
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自動車 来退店経路 

計画地 

届出書 P.12 

   来店経路 

   退店経路 
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交差点処理能力 

交通計画報告書 P.11 

休日・平日ともに、店舗開店に伴う来客車両の発生によって交通負荷は若干
高まるものの、開店後の需要率（交差点飽和度）は評価値である０.９を下回っ
ていることより、開店後において各交差点の交通流動に著しい影響を及ぼす
ものではないと判断する。 

現 況 開店後 評価値 
来客 

ﾋﾟｰｸ時間 

休日 ０.４９２ ０.５２６ 
０.９ 

１２:００台 

平日 ０.４６３ ０.４９８ １０:００台 

交差点飽和度 

計画地 
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対策について  

○駐車場内は歩行者と車両を分離するための歩行者通路を確保します。一

部歩行者と車両が交錯する部分には、横断歩道と一旦停止の路面表示

を行い注意喚起します。なお屋上駐車場にも歩行帯を設置し、歩行者の

安全を確保します。 

○歩行者・自転車の出入口を設置し、車両との交錯をなくします。なお出入

口には案内看板を設置して位置を周知します。 

○入口・出口には利用状況に応じて誘導員を配置し車両の誘導を行うととも

に、歩行者や自転車の安全確保に努めます。 

○スロープの降り口にはハンプを設置して車両の速度抑制を行います。 

○入口・出口の前面は通学路に該当していません。 

○スロープから屋上駐車場に進入する曲がり角にはカーブミラーを設置しま

す。 

○荷さばき・廃棄物収集車両の駐車場内の走行は徍行を徹底します。 

１）交通 

届出書 P.6 

□歩行者の通行の利便性の確保、来店車両の交通整理等、
交通安全に関して配慮する事項 
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対策について  

１）交通 

届出書 P.6 

〇車両は、入口・出口を右左折入退場とします。右左折入退場のため、

入口・出口には利用状況に応じて誘導員を配置し車両の誘導を行

います。 

○案内看板及び販促チラシ等により来店経路の周知を徹底します。 

○出口には退場時における一旦停止の路面表示を行います。 

□来店車両の経路設定に関して配慮する事項 
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騒音発生源となる設備の稼働時間について  

項目 稼働時間帯 

駐車場の利用時間 午前８時３０分～午後１０時３０分 

荷さばき時間 
荷さばき施設①：午前６時～午後９時 

荷さばき施設②：午前６時～午前８時３０分 

廃棄物収集作業 午前６時～午後９時 

設備機器 

稼働時間帯 

換気口 

（ファン） 
午前８時～午後１０時 

空調室外機 午前８時～午後１０時 

冷凍冷蔵 

室外機 
２４時間 

届出書 P.2、騒音予測報告書 P.1 
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騒音発生源の種別について  

騒音種別 予測項目 騒音発生源名称 

定常騒音 設備騒音 
排気口・給気口（ファン） 
空調室外機・冷凍冷蔵室外機 

変動騒音 

荷さばき作業音 

荷さばき施設シャッター開閉音 

荷さばき車両バックブザー音 

台車走行音 

廃棄物収集作業音 
廃棄物収集車両バックブザー音 

廃棄物収集作業音 

自動車走行音 
来客車両、従業員車両 

荷さばき車両、廃棄物収集車両 

衝撃騒音 

荷さばき作業音 

リフトと床との衝撃音 

リフトの衝撃音 

荷さばき車両の荷室ドア開閉音 

自動車ドア開閉音 
来客車両、従業員車両 

荷さばき車両、廃棄物収集車両 

騒音予測報告書 P.2 
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騒音発生源位置図について＿１階  

騒音予測報告書 P.14 
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騒音発生源位置図について＿２階  

騒音予測報告書 P.15 
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計画地 

Ａ 

Ｃ 

予測地点位置図（騒音の総合的な予測・評価） 

D 

B 

騒音予測報告書 P.13 
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 届出書 P. 4 

騒音の総合的な予測結果 

予測地点 階層 高さ（m） 
等価騒音レベル（昼間） 等価騒音レベル（夜間） 

合成騒音（dB） 環境基準（dB） 合成騒音（dB） 環境基準（dB） 

Ａ 
１Ｆ １．２ ４０ 

 ≦５５ 

１９ 

 ≦４５ 

２Ｆ ４．２ ４１ ２１ 

Ｂ 
１Ｆ １．２ ４４ ２６ 

２Ｆ ４．２ ４４ ２６ 

Ｃ 
１Ｆ １．２ ４６ ３２ 

２Ｆ ４．２ ４６ ３２ 

Ｄ 
１Ｆ １．２ ４３ ２４ 

２Ｆ ４．２ ４３ ２４ 



24 

予測地点位置図（発生する騒音ごとの予測・評価） 

騒音予測報告書 P.13 

計画地 

Ａ 

Ｃ 

D 

B 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 
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夜間の騒音レベルの最大値 

敷地境界での予測結果 

届出書 P.5 

予測地点 階層 高さ（m） 

騒音レベル 最大値 

夜間（午後９時～午前６時） 
設備騒音 
合成値（dB） 

規制基準（dB） 

ａ １Ｆ １．２ ４４ 
  ≦４５ 

（第１種中高層住居
専用地域） 

ｂ １Ｆ １．２ ４５ 
  ≦４５ 

（第１種住居地域） 
ｃ １Ｆ １．２ ４５ 

ｄ １Ｆ １．２ ４８ 

※予測地点ｄで設備騒音合成値が規制基準値を上回る結果となっているが、住居位置 

  である地点Ｄ（次ページに記載）では下回る結果となっているため、周辺への影響は小 

  さいと考えられる。 
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夜間の騒音レベルの最大値 

住居境界での予測結果 

届出書 P.5 

予測 
地点 

階層 
高さ 
（m） 

騒音レベル 最大値 

夜間（午後９時～午前６時） 

設備騒音 
合成値（dB） 

来客･従業員車両
走行音最大値 

来客･従業員車両
ドア開閉音最大値 

規制 
基準 
（dB） 

Ａ 
１Ｆ １．２ ４０ ２３ ２４    ≦４５ 

（第１種中高層住居
専用地域） ２Ｆ ４．２ ４１ ２５ ２７ 

Ｂ 
１Ｆ １．２ ４２ ４５ ４４ 

  ≦４５ 

（第１種住居地域） 

２Ｆ ４．２ ４２ ４５ ４４ 

Ｃ 
１Ｆ １．２ ４３ ５３ ５０ 

２Ｆ ４．２ ４３ ５２ ５０ 

Ｄ 
１Ｆ １．２ ４３ ３７ ３６ 

２Ｆ ４．２ ４３ ３７ ３６ 

※予測地点Ｃで車両走行音、車両ドア開閉音が規制基準値を上回る結果となった。しかし、夜間の駐車場利用 

  時間帯の環境騒音（LAeq）は62～64dBであり、地点Ｃの予測値はこれを下回る結果となっているため、周辺へ 

   の影響は小さいと考えられる。 
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対策について  

□店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項-1 

〇室外機については低騒音型の機器を選定します。また定期的にメ

ンテナンスを行うことにより機器劣化による影響をなくします。 

○ＢＧＭ等、屋外への放送は行いません。 

○夜間（21:00～翌6:00）は荷さばき・廃棄物収集作業を行いません。 

○屋上の荷さばき施設①については、北側と西側の一部を壁とするこ

とにより周辺への騒音の影響を軽減させます。 

○店舗前の荷さばき施設②については、開店時間前（6:00～8:30）ま

での作業とします。また、静かに作業を行うことで周辺への騒音の

影響を軽減させます。 

２）騒音 

届出書 P.6 
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対策について  

□店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項-2 

○来客車両に対しては、『大阪府生活環境の保全等に関する条例』に

基づき、駐車場内にアイドリング禁止の表示を行い周知します。 

○荷さばき車両に対しては、『大阪府生活環境の保全等に関する条

例』に基づき、アイドリングを行わないよう指導を徹底します。また、

「クラクション・空ぶかしの禁止」、「静かなドア開閉」についても指導

を徹底します。 

○廃棄物収集車両に対しては、アイドリングを行わないよう指導を徹

底します。また、「クラクション・空ぶかしの禁止」、「静かなドア開

閉」についても指導を徹底します。 

２）騒音 

届出書 P.6 
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廃棄物について  

容量は満足しています 

排出量予測（合計） 

７．４㎥ 

保管容量 

１９．１㎥ ≦ 

廃棄物保管施設図 

届出書 P.13 
添付図3 

廃棄物保管施設① 

金属製廃棄物等 

ガラス製廃棄物等 

プラスチック製廃棄物等 

廃棄物保管施設② 
生ごみ等 

その他の可燃性廃棄物等 

廃棄物保管施設③ 紙製廃棄物等 
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対策について  

□廃棄物等について、適正処理、減量化、リサイクルに関す
る取り組み内容及び廃棄物の保管等による周辺の生活環境
への影響に関して配慮する事項 

○一般廃棄物については、枚方市一般廃棄物処理基本計画に基づきReduce

（発生抑制）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）等に積極的に取り組むと

ともに、循環的利用に適さない廃棄物については適正に処理します。 

○産業廃棄物（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等）については、「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律」等に基づき適正に保管するとともに、許可

を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託します。なお、保管にあたっては、

同法の保管基準（囲い、看板の設置、飛散・流出時等の防止のための措置、

害虫対策）を遵守します。 

○廃棄物保管施設は、大規模小売店舗立地法指針に基づく必要保管容量7.4

ｍ3 を満足する19.1ｍ3を確保します。 

○ダンボール、缶・びん・ペットボトルを中心にリサイクルに取り組みます。また

お客様に対して、再利用可能な廃棄物（紙パック・食品トレイ・ペットボトル）の

店頭回収ＢＯＸを設置し、再資源化を推進します。 

３）廃棄物 

届出書 P.7 
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対策について  

４）その他 

届出書 P.6 

□駐車場・駐輪場の需要に関して取り組む内容 

○駐車場は、大規模小売店舗立地法指針式に基づく必要駐車台数65台

と同数の65 台を確保します。 

○来客用駐車場の他、従業員用駐車場28 台を共用で確保します。 

○駐輪場は、大規模小売店舗立地法指針参考値（店舗面積35 ㎡に1 

台）に基づく必要駐輪台数46台と同数の46 台を確保します。 

○来客用駐輪場の他、従業員用駐輪場44 台を共用で確保します。 

○自動二輪については、利用台数が極めて尐ないと予想されるため、開

業後の利用状況に応じて駐輪場もしくは駐車区画の一部を利用するこ

ととします。 
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対策について  

□防災・防犯対策への協力に関して配慮する事項 

○枚方市の防災計画に協力するとともに、災害発生時には地域の一員と

して枚方市と連携しながら対応を図ります。 

○従業員等が定期的に巡回し、丌審者には声をかけるなど防犯に心が

けます。 

○夜間において、防犯上必要な照明は点灯します。 

○営業時間終了後は駐車場の入口・出口と歩行者出入口を施錠します。 

○大阪府青尐年健全育成条例を遵守します。 

４）その他 

届出書 P.6 
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対策について  

４）その他 

届出書 P.7 

□店舗から発生する悪臭による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項 

○生ごみ等を保管する廃棄物保管施設②は、密閉性を確保しており温度
管理により冷蔵保管して臭気の発生を抑制します。廃棄物保管施設①
③も密閉性を確保しており、悪臭･汚水の発生するおそれのある廃棄
物はビニール等で密閉保管して臭気の拡散を抑制します。 

○廃棄物保管施設は毎日清掃し、臭気の発生を抑制します。 

○食品加工場で作業時に発生する汚水の臭い及び悪臭対策として、加
工場ごとに別々のグリストラップ等を設置し、毎日清掃します。 

○調理臭が発生する惣菜の食品加工場からの排気口は、屋上駐車場の
西側とし、定期的に排気口を清掃します。 
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対策について  

４）その他 

届出書 P.7 

□街並みづくり、景観に関して配慮する事項 

○大阪府自然環境保全条例及び枚方市開発事業等の手続等に関する
条例に基づく緑地を確保します。 

○枚方市屋外広告物条例を遵守します。 

○枚方市景観条例を遵守します。 

□照明の配置に関して配慮する事項 
○照明の点灯は周辺住居等に光害の影響がないように配慮します。 
○営業時間終了後、防犯上必要のない照明は速やかに消灯します。 

□その他、配慮する事項 
○店舗の運営に関して周辺住民等の要望があった場合には、改善の検
討を行い、対策に努めます。 


